
長野県産米生産・流通・消費等検討会議（第３回） 次第 

 

日時：令和 7年 11月 26日（金） 10:00～12:00 

場所：長野県庁議会棟４階 404号､405号会議室＆オンライン 

 

１ 開会 

 

 

２ あいさつ 

 

 

３ 会議事項 

（１）米をめぐる最新情勢等について 

 

 

 

（２）中間とりまとめ（案）の内容について 

 

 

 

（３）意見交換 

 

 

 

 

（４）酒米・加工用米検討会議について 

 

 

 

（５）その他 

 

 

 

４ 閉会 

 



181,948㌧

Ｒ8年度 米の作付計画（生産目安）について
◆「長野県産米生産・消費・流通等検討会議」での意見聴取により、備蓄米を含む県産米182千トンで米不足が解消したことが判明。

（Ｒ６年産米 179,800トンでは不足）
◆Ｒ７は米不足を受け、前年より約1,000ha拡大（187,800トン（作況103））→通常（作況100）で182,300トン

◆Ｒ７の生産状況から米不足が発生しないものと見込まれるため、Ｒ８はＲ７年産と同程度の作付け（29,700ha、182,300トン）と設定。

県民の皆様が安心して入
手でき、生産者の皆様が
安定して生産できる規模
として算定

需要に応じた生産が基本

R6実績

28,600ha
(179,800㌧）

備蓄米

2,148㌧

R７実績

約29,700ha
(182,300㌧）
（作況100の

場合）

R８作付計画
（生産目安）

29,700ha
(182,300㌧）

生産
拡大

R6生産量
＋備蓄米で
米不足が解消

米不足の
発生は無いと

見込む

・今年度不足が発生した、酒米、加工
用米については、関係者間が連携し需

要の把握に努める。

・生産者の所得を確保できるよう、交
付金の支援単価の増額などを検討。

資料２



長野県産米生産・流通・消費等検討会議 これまでの整理 （R7.11.28現在)

第1回検討会議(R7.7.31)

〇 県産米が県内で売れる
仕組みづくり（地産地消強化）

〇 生産者が安心して生産
できる支援

【会議を踏まえた取組の柱】

第２回検討会議(R7.9.26)

・「県産米の魅力発信は、関係者が連携協
力して行うべき」

・「生産・流通に関する正確な情報の発信・
共有をしてほしい」

・「小売店舗での年間需要量は概ね見通せ
る。それを生産から集荷、卸の各段階で予
め情報共有する仕組みがあれば、欠品、品
不足は回避できる」

・「消費者は、その価格(高さ)の
“理由“が伝われば理解する」

・「中長期的な契約で生産者から直接入手
ができないか」

【Pointになる意見】

対応方針

① 効率的なサプライチェーン構築

② 地域内流通の定着化
（産地とのつながり強化）

・商業的広域流通の効率化と骨太化

・直売所を拠点とした取引
・生産者との直接取引

資料３ ①



県内消費 約９万ｔ

令和７年産米の県内の動き【推計】（R7.11.25現在 農政部聞取りによる）

県
内
生
産
量

18
万
７
千
ｔ

スーパー等

量販店

31%

農産物

直売所

9%生産者から

直接入手

11%

農家自

家消費
10%

ネット購入

6%

中食外食

33%

■
内
食
６
万
ｔ

R６産米は
▲3000ﾄﾝ
不足だった

※内食率及び入手先別
割合は、米穀安定供
給確保支援機構調べ

前年比
105％

県外流通 約10万 t

農産物直売所 約１万  ｔ

県外から流入 約１万 ｔ

直接的な取引による流通

約10万 ｔ
県内  ４割
県外へ６割

約４万 ｔ

経営規模 生産量

～0.5ha
3万2千
トン

0.5～
1.0
ha

2万7千
トン

1.0～
3.0
ha

3万
トン

3～15
ha

4万3千
トン

15～
ha

5万5千
トン

県内集荷事業者

６万～７万ｔ
県内  ４割
県外へ６割

○

県内卸売

約 ２万 ｔ

加工用等

供給量
自家消費 約１万  ｔ

安定維持
が重要

県産米へ
置換の可能性

消費者の購入先別割合
（全国平均）

県内取引
の強化

資料３ ②



長野県産米生産･流通･消費等検討会議 「対応方針 」中間とりまとめ（案） 

《対策の柱３》県内で安心して米づくりができる支援の強化

○ 地域計画に基づく農地の集積集約化の促進
農地の効率的利用及び経営規模拡大、スマート機械導入、集荷施設の効率的利用

○ 県内への安定出荷･拡大
県内実需（中食業等）とのマッチング、複数年契約の実施、直接取引の実施、省力化･低
コスト化

○ 高品質･効率生産の取組
高温対策及び高温耐性品種の作付･実証、ブランド力向上、直播栽培技術の導入･実施

○ 労働力確保･担い手育成
農業高校･農業大学校等との連携、体験･バイト受入体制づくり、農業現場の情報発信

《対策の柱１》商的広域流通と地域内流通が有効に共存する安心の流通体制の構築

○ 効率的な米サプライチェーンの構築【重点】
コスト指標等構造の明確化、流通の効率的な運用、販売情報の集約と発信

○ 産地と実需（中食業等）がつながる取引の促進【重点】
生産と実需のマッチング、複数年契約の促進、直売所を核とした県内流通の取組

○ 県産米の優位性（魅力や価値）による

販路拡大
県外･海外等に対する販路開拓、ブランド発信、商品力強化

《対策の柱２》安定した消費と利用拡大のための取組の強化

○ 農業体験の推進
体験メニュー整備、食育の推進

○ しあわせバイ信州の取組強化
地産地消の推進、広報パートナーを介した発信･共有

○ 情報プラットフォームを介した情報共有・発信
情報共有Webサイトの活用、直売所の交流拠点活用、オーナー制度拡大

資料３ ③

共同宣言



『産地とのつながり強化』の取組イメージ

直接取引
希望業者

仕出弁当製造、給食事業、
炊飯供給業者 など

産地･
生産者

マッチング

県主催の商談会の開催

↓
中長期的な契約（複数年契約の推進）

消費者

自分で米を確保

棚田の
オーナー制

オーナー制度
11か所実施

実需が確実に米を確保

消費者

直売所の交流拠点化で相互理解

直売所

産地･生産者と交流を求める
消費者向けの案内拠点

直売所を介して
つなげる

市町村などと連携して、

オーナーの受入体制づくり
↓

オーナー制度取組を拡大

直売所同士のネットワークを強化

研修会などを通じて消費者のニーズに対応

↓
産地・生産者のことがよりよく分かり合える

県産米の入
手に苦労

自分で米を作りたい消費者

資料３ ④



長野県産米生産・流通・消費等検討会議 スケジュールと酒米等の取扱い(案）

７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

31

 
第
一
回
全
体
会
議

個
別
ヒ
ア
リ
ン
グ

26

 
第
二
回
全
体
会
議

Ｒ
８
予
算

11/25 Ｒ８産米目安値提示

国への要請

全
関
係
者
で

共
同
宣
言

中
間
と
り
ま
と
め
検
討

・中
間
と
り
ま
と
め

・酒
米
等
検
討
開
始

28

 
第
三
回
全
体
会
議

最
終
と
り
ま
と
め
検
討

・各段階の課題の抽出
・あるべき姿の検討と共有
・次年度以降の検討方法の決定

主食用米以上に生産者～実需者が遠く、まずは関係構築が必要

Ｒ７ 目標

分科会・個別聞き取り
酒米；生産者、集荷業者、酒造組合
加工用米；生産者、集荷業者、実需者団体

主

食

用

米

酒
米
・
加
工
用
米

価格高騰を受け、事業者の経営継続のため購入費を支援
（酒米；６月補正, 11月補正） （加工用米；11月補正）

・実需者が抱える原料米の高騰や長期的視点に基づく供給量への不安解消のた
め、安定した生産・流通体制の構築が重要
・検討会議を活用し需給相互の理解を深め、 あるべき姿を検討することが有効

最
終
と
り
ま
と
め

第
四
回
全
体
会
議

県
産
米
等
連
携
推
進
会
議
（仮
）

R8

資料３ ⑤



長野県広報パートナーを活用した取組

R7.11.16投稿

視聴回数：51,461
いいね ：661

R7.11.13投稿

視聴回数：55,619
いいね ：563

長野県広報パートナー４名と連携し、県産米の価値魅力や生産者のこだわり等を発信
（右記QRコード参照）

R7.11.18投稿

視聴回数：5,007
いいね ：265

R7.11.19投稿

視聴回数：9,761
いいね ：70

※視聴回数・いいね数：R7.11.26時点

参考資料
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